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野田市専用水道取扱要領 

 

第１ 趣 旨 

 この要領は、水道法（昭和３２年法律第１７７号、以下「法」という。）に規定する専用

水道に関し、申請書等の諸様式及び運用上必要とされる指導事項を定め、その取扱いを明

確にし、法の円滑な施行を図ることを目的とする。 

 

第２ 定 義 

１ 専用水道 

 法第３条第６項で定義する専用水道とは、現に給水を行っているもののみならず水道施

設の工事途中のもの及び布設工事完了後給水開始前のものを含むものであること。 

２ 給水人口 

 給水人数（居住に必要な水の供給を受ける者の数）は、常時居住する者の数をもって算

定するものであること。 

 この場合において、定員制のあるものは定員によることとし、一般家庭を対象とするも

のは客観性のある統計に基づく平均世帯人員により算定するものであること。 

３ 一日最大給水量 

 これから設置されるものについては、水道施設設計指針により算定するものであること。 

 また、既設のものについては、過去１年間の実績により判断するものであること。 

４ 水道の数 

  導管等で接続され、かつ、施設が有機的に一体をなし専用水道として機能を発揮してい

る場合は、全体を一の水道とするものであること。 

 なお、浄水受水施設（他の水道から供給を受ける浄水のみを水源とする施設）について

は、受水槽以下の施設において上記解釈を適用するものであること。 

 ５ 適用除外 

 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道の導管の延長及び水槽の容量の算定

に当たっては、地表からの浸水等による汚染の恐れのない程度に高く設けられた導管や水

槽は含まない。この構造要件は床置型であって、６面点検が可能な程度の高さに立ち上げ

られたものとする。 

 

第３ 届出等 

１ 確認申請 

(1) 法第３３条に定める確認申請は、専用水道布設工事確認申請書（別記第１号様式）によ

るものとする。 

(2) 既存の専用水道に、水道施設の新設、増設及び改造の工事を行う場合、法第３２条によ

り確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、既存の専用水道と有機的に一体をなす水道
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施設として設置される予定の工事の設計をいうものであること。 

  ただし、法第３３条に定める申請書に添付すべき工事設計書及び書類とは、当該工事設

計の確認を行ううえで必要とされる既存の専用水道に係るものを含むものであること。 

(3) 法第３３条第５項に定める専用水道布設工事確認通知は別記第２号様式によるものと

する。 

２ 給水開始前の届出 

法第３４条第１項において準用する法第１３条に定める給水開始前の届出は、専用水道

給水開始届出書（別記第３号様式）によるものとする。 

 ３ 記載事項変更の届出 

   水道法第３３条第３項に定める記載事項の変更に係る届出は専用水道布設工事確認申

請書記載事項変更届出書（別記第４号様式）によるものとする。 

 なお、４の(2)及び６の届出に係る設置者の住所及び氏名並びに水道事務所の所在地に変

更のあった場合についても上記に準じ取り扱うものとする。 

 ４ 既設水道施設利用の専用水道の届出 

 (1) 専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うために専用水道となる場合は、当該工

事がいかなる軽易なものであっても専用水道を新たに設置することとなるものであるこ

と。 

   したがって、法第３２条により確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、新たに付加

する施設の設計のみならず既存の施設に係る設計を含むものであること。 

(2) 専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず専用水道となった場合は、専用水道

届出書（別記第５号様式）に次の書類を添付した届出を指導するものとする。 

ア 専用水道となるまでの経過を記載した書類 

イ 給水末端における水質検査の結果を記載した書類 

ウ その他確認申請に準ずる書類 

(3) (2)の届出を受理した場合は、その内容を審査し、施設に不備が認められるときは適宜

改善指導を行うものとする。 

 ５ 無確認工事の届出 

法第３２条に定める確認を受けずに布設工事が行われた場合は、当該布設工事を行った

ものから始末書等を徴収し４の(2)の取扱いに準じ、届出を指導するものとする。 

 ６ 設置者地位継承の届出 

 (1) 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合は、新たに設置者となった者

に速やかに専用水道承継届出書（別記第６号様式）による届出を指導するものとする。 

(2) 自治会等の団体が承継する場合は、管理規約の作成等管理体制の整備を指導するもの

とする。 

(3) 承継の対象となる専用水道の設置者の地位は、法第３２条に定める確認を受けかつ、

当該確認に係る水道施設の工事に着手した者の地位を含むものであること。 
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   したがって、単に確認を受けただけの者の地位は承継できないものであること。 

 ７ 布設工事着手延期の届出 

 (1) 法第３２条に定める確認を受けた設計に係る布設工事の着手が予定日より長期に延期

する場合は、専用水道布設工事延期届出書（別記第７号様式）による届出を指導するもの

とする。 

(2) 専用水道布設工事延期届出書が未提出で、会社倒産等により申請者が存在せず、かつ長

期間工事未着手であることを調査確認した場合は、台帳上廃止として取扱うものとする。 

 ８ 設置中止の届出 

   法第３２条に定める確認を受けた設計に係る布設工事が着手されなかった場合におい

て、当該確認の申請者が当該専用水道とする意志を放棄したときは、専用水道布設工事中

止届（別記第８号様式）による届出を指導し、廃止として取扱うものとする。 

 ９ 廃止の届出 

 (1) 専用水道が給水人数の減少、施設の規模の縮小又は消滅等により専用水道でなくなっ

た場合は、専用水道廃止届出書（別記第９号様式）による届出を指導するものとする。 

   なお、給水人数の減少により、専用水道でなくなる場合は適正規模への施設縮小、給水

方法の変更等を指導するものとする。 

(2) 法第３２条に定める確認を受けた設計に係る布設工事が着手されたが、当該確認の申請

者が工事を中止し、当該専用水道とする意思を放棄したときは、専用水道廃止届出書によ

る届出を指導するものとする。 

  なお、工事の完了予定年月日を過ぎても給水開始前の届出がない場合は、現地調査を行

い、適宜指導するものとする。 

10 浄水受水専用水道 

   浄水受水専用水道（他の水道から供給を受ける水のみを水源とする専用水道）について

は、次により取り扱うものとする。 

(1) 法第３３条第４項第３号に定める「水源水量の概算及び水質試験の結果」については、

記載を要しないものであること。 

   この場合においては、工事設計書に当該浄水受水専用水道に浄水を供給する水道事業等

の名称の記載を指導するものとする。 

(2) 再塩素消毒設備については、次によること。 

  ア 給水栓における水が残留塩素を規定どおり保持できないことが予想される施設につ

いては、布設工事時点での設置を指導するものとする。 

  イ その他の施設については、給水開始後の実績により必要性を判断し指導する。 

 

第４ 維持管理 

   市長は、専用水道の管理について、水道法施行規則（以下「規則」という。）第１７条

に定める衛生上必要な措置のほか、次項を指導するものとする。 
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 １ 管理体制の整備 

 (1) 図面等の整備 

   維持管理を行っていく上で必要な配管系統図等主要施設の図面、書類及び工具及び検査

機器等を整備保管すること。 

(2) 記録の保存 

  施設の点検、清掃、修理及び従事者の健康診断並びに水質検査を行ったときは、その記

録を作成し保存すること。 

  また、水質検査を委託した場合は、契約終了後の委託契約書を保存すること。 

  なお、その保存期間は次によること。 

給水開始前の水質検査及び施設検査の記録 

５年 定期及び臨時の水質検査の結果 

水質検査の委託契約書 

定期及び臨時の健康診断の結果 
１年 

施設の点検、清掃、修理等の実施記録 

 (3) 連絡通報体制 

   通常から水道施設や水源の監視を行い、水源又は施設の異常を発見したときは直ちに適

切な対策が講じられるよう連絡通報体制を整備すること。 

 ２ 衛生管理 

 (1) 立入禁止措置 

   水源及び各施設の周囲にみだりに人等が立ち入ることのないよう立札掲示、柵の設置、

施錠等の措置を講じること。 

(2) 汚染の防止 

   汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努

めること。 

(3) 残留塩素の保持 

  給水末端における遊離残留塩素濃度は常に 0.1mg/l（結合残留塩素濃度の場合は

0.4mg/l）以上保持するよう消毒設備の調整を行うとともに、消毒薬の予備を備えること。 

３ 施設管理 

 (1) 定期点検 

   水道施設各部（沈砂、貯水、ろ過、消毒設備等の各施設）について定期的に点検を行い、

清潔の保持及び異常の早期発見に努めること。 

(2) 水槽等の定期的清掃 

  各種水槽は１年に１回以上定期的に清掃するほか、水あかや沈積物が多い等必要がある

場合は臨時の清掃を行うこと。 

   また、清掃を行う者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する
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建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けた者を活用すること。 

４ 水質管理 

 (1) 一般的事項 

専用水道設置者は、有資格者である水道技術管理者の関与の下、規則第５４条で準用す

る、第１５条第１項第３号及び第４号により、定期の水質検査の事項及び回数等の実施計

画を同第６号で規定する水質検査計画として定め、この計画に基づき検査を実施すること。 

なお、水質検査計画において検査回数を減じ又は省略する場合は、水源の種別並びにそ

の状況及び過去の検査結果等から客観的かつ合理的に判断されることが必要であること。 

 (2) 毎日検査 

色及び濁り並びに消毒の残留効果について、１日１回以上検査を行うこと。 

 (3) おおむね１か月に１回以上行う検査 

ア おおむね１か月に１回以上検査を行わなければならない事項は、水質基準に関する省令

の表（以下「基準の表」という。）中の１の項、２の項３８の項及び４６の項から５１の

項までの上欄に掲げる事項に関する検査である。 

イ これらの事項について、検査を省略することはできないものであること。 

ウ 基準の表中４２の項及び４３の項については、水源における当該事項を産出する藻類の

発生状況から検査をする必要がないことが明らかであると認められる時期を除き、検査を

行うこと。 

 

(4) おおむね３か月に１回以上行う検査 

おおむね３か月に１回以上検査を行わなければならない事項は、基準の表中３の項から

３７の項まで、３９項から４１の項まで、４４の項及び４５の項の上欄に掲げる事項に関

する検査である。 

このうち、消毒副生成物（基準の表中１０の項及び２１の項から３１の項までの上欄に

掲げる事項）については、検査の回数を減じ又は検査を省略することはできないものであ

ること。 

(5) 検査回数を減じ又は省略できる事項 

ア おおむね１か月に１回以上検査を行わなければならない事項のうち、基準の表中３８の

項及び４６の項から５１の項までの上欄に掲げる事項については、自動測定装置及び日常

点検等により監視並びに測定及び記録がされている場合は、おおむね３か月に１回以上ま

で検査の回数を減じることができること。 

イ おおむね３か月に１回以上検査を行わなければならない事項のうち消毒副生成物以外

の事項については、規則第１５条第１項第３号ハにより、過去３年間において水源種別、

取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状

況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認める場合において、過去３年間の

検査の結果の最大値が、基準値の５分の１以下であるときはおおむね年１回以上、１０分
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の１以下であるときはおおむね３年に１回以上まで、検査回数を減じることができること。 

ウ 基準の表中３の項から８の項まで、１２の項から２０の項まで、２６の項（浄水処理に

オゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。）３２の項から３７

の項まで、３９の項から４５の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、規則

第１５条第１項第４号の規定により、過去の検査結果及び原水並びに水源及びその周辺の

状況等から検査を省略することができること。 

エ 検査の省略を行った場合であっても、おおむね３年に 1回程度は、省略した項目につい

て水質検査を行い、水道水質の状況に変化がないことを確認すること。 

 

(6) 臨時の水質検査 

   臨時の水質検査は、次のような場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を実施

すること。 

  ただし、基準の表の１の項、２の項、３８の項及び４６の項から５１の項までの上欄に

掲げる事項以外の事項に関する検査については、その全部又は一部を省略することができ

ること。 

 なお、臨時の水質検査を行った月は、おおむね１か月に１回行う定期の水質検査を省略

することができること。 

ア 水源の水質が著しく悪化したとき 

イ 水源に異常があったとき 

ウ 水源付近、給水区域及びその周辺において、消化器系感染症が流行しているとき 

エ 浄水工程に異常があったとき 

オ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれのあるとき 

カ その他必要のあるとき 

 (7) 水質検査計画 

毎事業年度の開始前に、定期の水質検査の項目、採水場所、検査の回数及びその理由並

びに検査を省略する項目についてはその理由、臨時の水質検査に関する事項等の水質検査

計画を策定すること。水質検査計画に必要な事項は、規則第１５条第７項に規定されてい

るが、その内容は次のとおりであること。 

ア 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの 

原水から、給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因や水質管理上優先すべき対

象項目等の水質管理上の留意すべき事項であって、水質検査計画を策定する上で関係

する事項について規定すること。 

イ 定期の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理

由 

水源の種別、水源の状況、浄水処理方法、送水・配水・給水の状況等を踏まえ、採

水の場所、検査の回数を策定し規定すること。 
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ウ 定期の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由 

水源の種別、水源の状況、浄水処理方法、送水・配水・給水の状況等を踏まえ、省

略する項目を策定し規定すること。 

エ 臨時の検査に関する事項 

  臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等について規定すること。 

オ 法第２０条第３項の規定により水質検査を委託する場合は当該委託の内容 

委託の内容としては以下の事項を記載すること。 

(ｱ) 委託の範囲 

a 具体的な検査項目、頻度 

b 試料の採取及び運搬方法 

c 臨時検査の取扱い 

(ｲ) 委託した検査の実施状況の確認方法 

カ その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項 

水質検査結果の評価に関する事項、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査

の精度及び信頼性確保に関する事項、関係者との連携に関する事項等について規定す

ること。 

キ その他 

水質検査計画は水道法第２０条第１項の規定に基づく水質検査を対象としたもので

あるが、水質管理目標設定項目及び原水に係る水質検査についても、必要に応じて当

該水質検査に準じて当該計画に位置付けること。 

 (8) 原水試験 

 (ｱ) 全ての水源の原水について、水質が最も悪化していると考えられる時期に年１回以上

消毒副生成物（シアン化物イオン及び塩化シアンを除く。）及び味を除く全項目検査を実

施すること。 

  ただし、浄水受水専用水道並びに井戸等の自家用水源（一部及び全部）を原水とする専

用水道であってもその浄水方法が消毒のみで対応できる専用水道については、必要に応じ

実施すること。 

(ｲ) クリプトスポリジウム対策として、浄水受水以外の専用水道施設にあっては､原水の指

標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）検査を実施すること。 

  指標菌が検出された場合であってかつクリプトスポリジウム等を除去又は不活化でき

る浄水処理を実施していない施設については、施設を整備中の期間においては、原水のク

リプトスポリジウム等を３ヶ月に１回以上、指標菌を月１回以上検査し、クリプトスポリ

ジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行うこと。 

  クリプトスポリジウム等を除去又は不活化できる浄水処理を実施している施設につい

ては、水質検査計画等に基づき、適切な頻度で原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌

の検査を実施すること。 
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  また、原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧

地下水以外の場合は３ヶ月に１回以上、原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウ

ム等による汚染のおそれがないかの監視を行うこと。 

  原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の

場合は、年１回原水の水質検査を行い、大腸菌、トリクロロエチレン等の検査結果から被

圧地下水以外の水の混入の有無を確認する他、３年に１回、井戸内部の撮影等によりケー

シング及びストレーナーの上状況、堆積物の状況等の点検を行うこと。 

  その他、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（平成１９年３月３０日付け

健水発第０３３０００５号）によること。 

(9) 水質検査の委託 

水質検査を委託して実施する場合は、地方公共団体の機関又は登録水質検査機関（以下

｢水質検査機関｣）に委託すること。委託する水質検査機関を選定する際には、試料の採取

地点から検査施設への試料の運搬手段や運搬経路にも着目し、試料の採取、運搬及び水質

検査を速やかに実施できる水質検査機関であること。 

また、契約は規則第１５条第８項各号により行うものとし、専用水道の設置者は水質検

査機関と書面により直接契約を締結すること。 

なお、委託契約書の作成に当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 「採取又は運搬の方法」には、採取日程、採取地点、試料容器、採取方法、運搬主体及

び運搬方法を含めること。 

イ 臨時検査の委託契約を定期検査の委託契約と別途締結する場合、定期検査の委託契約

において、臨時検査は別の契約に基づき委託することを明記すること。 

ウ 専用水道の設置者は、委託する水質検査業務の内容を契約において明らかにし、検査

価格を積算した上で水質検査業務を発注すること。 

 ５ 薬品の管理 

 (1) 液化塩素を使用する場合は、「高圧ガス保安法」、「一般高圧ガス保安規則」等の関係法

令・基準を遵守し、保安用具・設備を整備すること。 

(2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液、その他浄水処理に使用する薬品については、その使用方法

を適正に行うとともに、薬品の安全管理には万全を期すこと。 

 ６ 健康診断 

 (1) 定期の健康診断 

   沈砂槽、貯水槽又は圧力水槽等で直接水を操作する業務従事者及び構内居住者は、おお

むね６か月毎に、病原体がし尿に排泄される感染症の有無についての健康診断を行うこと。 

(2) 臨時の健康診断 

  検診対象者に病原体がし尿に排泄される感染症が発生した場合又は発生するおそれのあ

る場合は、その感染症について臨時の健康診断を行うこと。 
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第５ 報告の徴収 

   法第１３条第１項に定める給水開始届出及び本要領第３の４(2)の専用水道届出を行っ

た専用水道施設にあっては、水道水質の状況を把握するまでの当面の間は水質検査結果に

ついて、次により報告を徴収するものとする。 

 なお、既存の専用水道施設にあっても、水道水質の状況を把握していないと判断した場

合は、上記と同様に取扱うものとする。 

検査の種類 報告の期限 報告様式 

色及び濁り並びに消毒の残

留効果に関する検査 
結果が判明した翌月

の 15日まで 

水質検査月報（別記様式

第 10号）によること 

水道法施行規則第 15 条第 1

項第 1号に規定する水質検査 

検査成績書の写し 
原水の水質検査 

臨時の水質検査 結果判明後速やかに 

 

第６ 立入検査及び行政措置 

   立入検査及び行政措置については、「水道施設立入検査実施要領」に基づき取り扱うも

のとする。 

 

第７ 台帳の管理 

   市長は、専用水道台帳（別記第１１号様式）を作成し、各届出事項及び指導事項等を記

入するものとする。 

 

   附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 
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第１号様式 

専用水道布設工事確認申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

専用水道布設工事の確認を受けたいので､水道法第３３条第１項の規定により関係

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 水道事務所の所在地 

 

（TEL      ） 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 工事の種別 

   

（１）専用水道の新たな布設工事 

（２）既設専用水道に係る布設工事 

   確認番号・年月日 

   （専用水道届出年月日） 

 

注 個人が申請する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 
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第２号様式 

  野田市指令（野環環）第   号   

 

 

（申請者の住所・氏名） 

 

 

水道法第３３条第１項の規定により、     年   月   日付けで申請の

あった下記専用水道の新設・増設（改造）工事の設計については、同法第５条の規定

による施設基準に適合すると認められるので､同法第３３条第５項の規定により通知

する。 

 

     年   月   日 

 

野田市長    

 

記 

専用水道施設の名称及び所在地 

 名 称 

 

 所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 工事着手が予定日より長期に延期される場合は、「専用水道布設工事延期届出書」

を必ず提出すること。 

 



 １２ 

 

第２号様式の２ 

野田市指令（野環環）第   号   

 

 

（申請者の住所・氏名） 

 

 

水道法第３３条第１項の規定により、     年   月   日付けで申請の

あった下記専用水道の新設・増設（改造）工事の設計については、同法第５条の規定

による施設基準に適合しないと認められるので､同法第３３条第５項の規定により通

知する。 

 

     年   月   日 

 

野田市長    

 

記 

１ 専用水道施設の名称及び所在地 

   名 称 

 所在地 

２ 適合しない理由 

 

（教示） 

１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する

者は市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上

記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま

す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審

査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。



 １３ 

第３号様式 

専用水道給水開始届出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

給水を開始したいので、水道法第３４条第１項において準用する第１３条第１項の

規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日 野田市指令（野環環）第  号    年  月  日 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 給水開始予定年月日         

 

４ 水質検査の結果   別紙のとおり 

            遊離（結合）残留塩素濃度      mg／ℓ 

 

５ 施設検査の結果         年    月   日施設検査を実施 

            施設基準に適合・不適合 

            技術管理者氏名 

（水道技術管理者の資格：水道法施行令第６条第１項第 号に該当） 

 

 

注１ 水道法施行規則第１０条の規定による水質検査の成績書の写しを添付すること。 

２ 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略する

ことができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １４ 

第４号様式 

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

記載事項に変更があったので、水道法第３３条第３項の規定により下記のとおり届

け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日  野田市指令（野環環）第  号   年  月  日 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

   

 

３ 変更年月日 

 

４ 変更事項 

 

新： 

 

旧： 

 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １５ 

第５号様式 

専 用 水 道 届 出 書  

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

私の設置している水道施設が、水道法第３条第６項に規定する専用水道に該当する

こととなったので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 水道事務所の所在地 

（TEL        ） 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 布設年月日 

 

 

４ 専用水道となった年月 

 

 

５ 技術管理者名 

 

（水道技術管理者の資格：水道法施行令第６条第１項第  号に該当） 

 

注１ 専用水道となるまでの経過を記載した書類及び確認申請書に準ずる書類を添付

すること。 

２ 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略する

ことができる。 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １６ 

第６号様式 

専 用 水 道 承 継 届 出 書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

専用水道の設置者の地位を承継したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日  野田市指令（野環環）第  号   年  月  日 

  （専用水道届出年月日） 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 承継の年月日 

 

４ 旧設置者の住所・氏名 

 

 

５ 承継の理由 

 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １７ 

第７号様式 

専用水道布設工事延期届出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

専用水道布設工事の着手を延期したいので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日  野田市指令（野環環）第  号   年  月  日 

 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 工事延期期間       年  月  日 ～    年  月  日 

 

 

４ 工事延期の理由 

 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １８ 

第８号様式 

専用水道布設工事中止届出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

専用水道の布設工事を中止したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日  野田市指令（野環環）第  号   年  月  日 

 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地   

 

 

３ 工事中止年月日        

 

 

４ 工事中止の理由 

 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 １９ 

第９号様式 

専 用 水 道 廃 止 届 出 書 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

 

住所 

 

氏名              ○印  

 

電話 

 

 

 

専用水道を廃止したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 確認番号・年月日  野田市指令（野環環）第  号   年  月  日 

  （専用水道届出年月日） 

 

２ 専用水道施設の名称及び所在地 

 

 

３ 廃止年月日              

 

 

４ 廃止の理由 

 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

 

法人又は組合にあっては､主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名 

 



 ２０ 

 

 第 10 号様式 

 

施設 

番号 

 

 

年  月  日 

 

（宛先）野田市長 

施 設 名 

 

管理責任者 

 

年   月に検査した結果を次のとおり報告します。 

水質検査月報        月分 

日付 採取時間 色 濁り 残留塩素量 
mg/ 

採取場所 摘要 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       
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 第11号様式                                        
  

      専  用  水  道  台  帳 整理番号  
                                                 

設置者の住所・氏名  

給 水 の 地 域 及 び 
施 設 の 名 称 

 

水道事務所の所在地 
 

                       （ＴＥＬ） 

確認番号及び年月日  野田市指令（野環環）第     号       年   月   日 

給 水 開 始 年 月 日       年  月  日 
専 用 水 道 
届出年月日 

     年  月  日 

技術管理者の氏名 
                   （所 属） 
                   （ＴＥＬ） 

                                              
   

給 水 人 数     名 
一日最大給水量   ｍ3/日 

内生活
の用に
供する
る水量 

 ｍ3 

一日平均給水量   ｍ3/日  ｍ3 

水 源 の 種 別 及 び 
取 水 地 点 

  

水 源 水 量 の 概 算 
 
※水質検査の結果は、成績書の写しを台帳とともに保管しておくこと 

水
道
施
設
の
概
要 

（フローシート） 
 
 
 
 
 
 

消毒設備 （注入方式）                  （台数）     台 

水
道
施
設
の
位
置
・
規
模
・
構
造 

  
 

浄 水 方 法  

備  
考 

（特記事項等） 
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 届出・行政処分等の記録                                  

   

 

年月日 

 

   記事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案内図）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立入・指導の記録                                     

   

 年 月 日             記        事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


